
霧島市告示第１６０号  

令和３年６月２３日  

 

 

霧島市事業継続支援給付金(令和３年度タクシー事業者等緊急支援型第２期)交付要綱

を次のように定めた。 

 

 

霧島市長 中重 真一       

 

 

 

 

 

霧島市事業継続支援給付金(令和３年度タクシー事業者等緊急支援型第２期)交付

要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の拡大により鹿児島県が市内飲食店を対

象に令和３年６月７日から令和３年６月 20 日まで営業時間の短縮等を要請したことな

どに伴い、利用者の減少など大きな影響を受ける市内のタクシー事業者等の経営を支援

し、及び下支えするため、タクシー事業者等に対して霧島市事業継続支援給付金(令和

３年度タクシー事業者等緊急支援型第２期)(以下「給付金」という。)を交付すること

について、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

⑴ タクシー事業者等 中小企業者等（市内に事業所等を有する別表１に掲げるものを

いう。）のうちタクシー事業者(道路運送法(昭和 26年法律第 183 号)第３条第１号ハ

に規定する一般乗用旅客自動車運送事業（福祉輸送事業限定を除く。）を行う者をい

う。)及び自動車運転代行業者(自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成

13年法律第 57 号)第２条第２号に規定する自動車運転代行業者をいう。)をいう。 

⑵ 暴力団関係法人等 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平

成３年法律第 77 号)第２条第２号に規定する団体をいう。以下同じ。)又は暴力団関

係者(暴力団の構成員若しくは暴力団に協力し、関与する等これと関りを持つ者又は

集団的若しくは常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の関係者である



として、警察等捜査機関から通報があったもの若しくは警察等捜査機関が確認したも

のをいう。)が経営又は運営に実質的に関与していると認められる法人等をいう。 

（給付金の交付の対象者） 

第３条 給付金の交付の対象となる者は、タクシー事業者等のうち、次の各号のいずれに

も該当するものとする。 

⑴ 令和３年６月７日時点で、市内で事業を営んでおり、今後も引き続き市内で事業を

継続する意思があること。 

⑵ 平成 31 年１月から令和元年 12月までの間に市税を納付していること。 

⑶ 新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策において、国、県及び市の施策に沿った

協力をしていること。 

⑷ 次に掲げるものではないこと。 

ア 政治団体 

イ 宗教上の組織又は団体 

ウ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規

定する性風俗関連特殊営業又は当該営業に係る接客業務受託営業を行う事業者 

エ 暴力団関係法人等 

⑸ 給付金の趣旨に照らし、給付金を交付することが適当でないと市長が認める者でな

いこと。 

（給付金の額） 

第４条 給付金の額は、別表２のとおりとする。 

２ 給付金の交付は、１タクシー事業者等につき１回とする。 

（給付金の交付申請及び請求） 

第５条 給付金の交付を受けようとする者は、令和３年７月 30日までの間に、霧島市事業

継続支援給付金（令和３年度タクシー事業者等緊急支援型第２期）交付申請書兼請求書

（第１号様式）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

⑴ 誓約書兼同意書（第２号様式） 

⑵ 車両数内訳書（第３号様式） 

⑶ 給付金の振込先口座に係る通帳の写し 

⑷ 確定申告書の写し等 

⑸ その他市長が必要と認めるもの 

２ 前項の場合において、同項に規定する申請書等が郵送により提出されたときは、封筒

に消印された郵便局の日付印の表示する日が令和３年７月 30 日以前であるものに限り

受け付けるものとする。 

（給付金の交付の決定及び確定並びに交付） 

第６条 市長は、前項の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、及び交付の可

否を決定及び確定し、適当と認めた者には霧島市事業継続支援給付金（令和３年度タク
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シー事業者等緊急支援型第２期）交付決定・確定通知書（第４号様式）により、不適当

と認めた者には霧島市事業継続支援給付金（令和３年度タクシー事業者等緊急支援型第

２期）不交付決定通知書（第５号様式）により通知するものとする。 

２ 前項の場合において、市長は給付金を交付することを適当と認めた者には、速やかに

口座払いの方法により給付金を交付するものとする。 

（給付金の交付の決定の取消し等） 

第７条 市長は、給付金の交付の決定を受けた者が次のいずれかに該当すると認めたとき

は、当該給付金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

⑴ この告示の規定の内容に違反したとき。 

⑵ 偽りその他不正の手段により給付金の交付を受けたとき。 

２ 既に給付金の交付を受けていた者が前項の規定により給付金の交付の決定の全部又は

一部を取り消されたときは、その取消しに係る部分の額を市長が定める納付期日までに

返還しなければならない。 

（その他） 

第８条 この告示に定めるもののほか、給付金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定

める。 

 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、令和３年６月 23日から施行する。 

（この告示の失効） 

２ この告示は、令和３年９月 30日限り、その効力を失う。 
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別表１（第２条関係） 

１ 中小企業基本法(昭和 38 年法律第 154 号)第２条第１項に規定する中小企業者（フリ

ーランスを含む個人事業者については全収入（一時収入等を除く。）の２分の１以上

が事業活動における収入であるものに限るものとし、かつ、同事業者のうち市内に事

業所を有しない者は、令和３年６月７日時点において本市の住民基本台帳に記録され

ているものに限る。） 

２ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成 18 年法律第 48 号)の定めるとこ

ろにより設立された一般社団法人及び一般財団法人 

３ その他市長が認める者 

 

別表２（第４条関係） 

給付金の額 給付金額の上限 

⑴ 保有するタクシー事業用自動車１台あたり 42 千円 
1,050,000円 

⑵ 保有する自動車運転代行業随伴用自動車１台あたり 70千円 

備考 

１ ⑴のタクシー事業用自動車は、市内事業所の車両のうち、令和３年６月７日時点に

おいて国土交通省九州運輸局鹿児島運輸支局に一般旅客自動車運送業の用に供する

車両として登録されているものに限る。 

２ ⑵の自動車運転代行業随伴用自動車は、市内事業所の車両のうち、令和３年６月７

日時点において鹿児島県公安委員会に自動車運転代行業随伴用自動車の用に供する

車両として認定されているものに限る。 



第１号様式（第５条関係） 

年   月   日  

霧島市長  殿 

住  所（法人その他の団体にあっては、事務所又は事業所の所在地） 

    （個人事業主にあっては、自宅の住所） 

（〒         ） 

                       

申請者 氏  名（法人その他の団体にあっては、名称及び代表者の氏名） 

        （個人事業主にあっては、屋号及び代表者の氏名） 

 

                     ㊞ 

 

電話番号                        

（日中ご連絡がとれる電話番号をご記入ください。） 

 

霧島市事業継続支援給付金（令和３年度タクシー事業者等緊急支援型第２期） 

交付申請書兼請求書 

 

霧島市事業継続支援給付金（令和３年度タクシー事業者等緊急支援型第２期）交付要綱

第５条の規定により次のとおり申請し、及び請求します。 

 

 

対 象 

事業所名（屋号）  

所在地  

業種 
 □ タクシー事業者 

 □ 自動車運転代行業者 

事業開始年月日     年   月   日 

資本金（法人のみ）                円 

常時使用する従業員数                人 

給付金の額               円 

振 込 先 

金融機関名  支店名  

（フリガナ） 

口座名義人 

（                          ） 

 

預金種目 普通 ・ 当座 口座番号  

 

 



第２号様式（第５条関係） 

年   月   日  

霧島市長   殿 

 

住  所（法人その他の団体にあっては、事務所又は事業所の所在地） 

    （個人事業主にあっては、自宅の住所） 

（〒         ） 

                        

氏  名（法人その他の団体にあっては、名称及び代表者の氏名） 

    （個人事業主にあっては、屋号及び代表者の氏名） 

 

                      ㊞ 

 

誓約書兼同意書 

 

当社（私）は、霧島市事業継続支援給付金（令和３年度タクシー事業者等緊急支援型第２期）の交付を申

請するに当たり、次の内容について、誓約し、及び同意します。 

１ 給付金に係る給付対象要件を満たしています。また、これまでに霧島市事業継続支援給付金（令和３年

度タクシー事業者緊急支援型第２期）（以下「給付金」という。）を申請し、及び交付を受けたことはあり

ません。 

２ 令和３年６月７日以前から霧島市で事業を営んでおり、今後も事業継続の意思があります。 

３ 新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策において、国、県及び市の施策に沿った協力をしています。 

４ 記載事項及び証拠書類等の内容に虚偽はありません。 

５ 本申請の内容に関し、霧島市から調査、報告、訂正などの求めがあった場合には、速やかにこれに応じ

ます。 

６ 偽りその他不正の手段により給付金の交付を受けたことが判明した場合には、給付金の支給の取消し及

び返還に異議なく応じます。 

７ 当社（私）は、次に掲げるものではありません。 

ア 政治団体 

イ 宗教上の組織又は団体 

ウ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)に規定する性風俗関連

特殊営業又は当該営業に係る接客業務受託営業を行う事業者 

８ 当社（私）は、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２

条第２号に規定する団体をいう。以下同じ。）又は暴力団関係者（暴力団の構成員若しくは暴力団に協力

し、関与する等これと関りを持つ者又は集団的若しくは常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組

織の関係者であるとして、警察等捜査機関から通報があったもの若しくは警察等捜査機関が確認したもの

をいう。）が経営又は運営に実質的に関与していると認められる法人等ではありません。 

９ 当社（私）は、上記８に該当する法人等であることを知りながら、当該法人等と取引をしている事実は

ありません。 

10 霧島市長が、上記７のウ、８及び９を確認するため、必要な事項を鹿児島県警察本部長に照会すること

について同意します。 

11 給付金の交付事務に係る審査の範囲で、申請者に係る登録または認定の状況を国土交通省九州運輸局鹿

児島運輸支局又は鹿児島県公安委員会に照会することについて同意します。 

12 給付金の交付事務に係る審査の範囲で、申請者に係る所得並びに市税の課税及び納付の状況を照会・調

査することに同意します。



第３号様式（第５条関係） 

 

車両数内訳書 

１ 車両の内訳 

番号 車両ナンバー 番号 車両ナンバー 番号 車両ナンバー 

１ 
 

11 
 

21 
 

２ 
 

12 
 

22 
 

３ 
 

13 
 

23 
 

４ 
 

14 
 

24 
 

５ 
 

15 
 

25 
 

６ 
 

16 
 

26 
 

７ 
 

17 
 

27 
 

８ 
 

18 
 

28 
 

９ 
 

19 
 

29 
 

10 
 

20 
 

30 
 

 ※ 霧島市事業継続支援給付金(令和３年度タクシー事業者等緊急支援型第２期)交付要綱の別表２

に規定する内容に該当する車両を記載すること。 

 ※ 欄が不足する場合は、複写のうえ使用すること。 

 

２ 給付金の算定 

対象車両 台数(Ａ) 
１台あたりの 

給付金額(Ｂ) 

申請及び請求額 

(Ａ)×(Ｂ) 

※上限 1,050,000 円 

⑴ タクシー事業用自動車 台 42,000 円 円 

⑵ 自動車運転代行業随伴

用自動車 
台 70,000 円 円 

上記の車両の内訳に記載している車両は、当社（私）が保有する車両と相違ありません。 

 

年   月   日 

 

住  所（法人その他の団体にあっては、事務所又は事業所の所在地） 

    （個人事業主にあっては、自宅の住所） 

（〒         ） 

                        

氏  名（法人その他の団体にあっては、名称及び代表者の氏名） 

    （個人事業主にあっては、屋号及び代表者の氏名） 

                      ㊞ 



第４号様式（第６条関係） 

 

第     号  

  年  月  日  

 

            様 

 

霧島市長       印   

 

 

霧島市事業継続支援給付金（令和３年度タクシー事業者等緊急支援型第２期） 

交付決定・確定通知書 

 

 

    年  月  日付けで交付申請のあった霧島市事業継続支援給付金（令和３年度タ

クシー事業者等緊急支援型第２期）交付事業については、下記のとおり交付することを決定

及び確定したので通知します。 

 

 

記 

 

 

１ 交付決定・確定額 

              円 

 

２ 交付決定及び確定の取消し又は返還の求めについて 

次のいずれかに該当すると認めたときは、当該補助金に係る交付決定及び確定を取り

消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を求める場合があります。 

⑴ 霧島市事業継続支援給付金（令和３年度タクシー事業者等緊急支援型第２期）交付

要綱の規定に違反したとき。 

⑵ 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

 

３ その他 

この給付金は、課税対象となります。 



第５号様式(第６条関係) 

 

第     号  

  年  月  日  

 

            様 

 

霧島市長         印 

 

 

霧島市事業継続支援給付金（令和３年度タクシー事業者等緊急支援型第２期） 

不交付決定通知書 

 

 

   年  月  日付けで交付申請のあった霧島市事業継続支援給付金（令和３年度タク

シー事業者等緊急支援型第２期）交付事業については、下記のとおり交付しないことを決定

したので通知します。 

 

 

記 

 

 

１ 事業等の名称 

霧島市事業継続支援給付金（令和３年度タクシー事業者等緊急支援型第２期）交付事業 

 

２ 交付をしない理由 

 


